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臨海部低地における土地利用のあり方の見直しが必要

○今回の大震災では津波により臨海部の低地が大きな被害。人口や事業所等の各種施設が低地に集中していること
が被害を大きくした要因の一つ。

○一方、我が国では全国的に臨海部の土地利用が優勢であることから、低地における土地利用のあり方の見直しが必
要。

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

累
積
割
合

標高（m）

人口

世帯数

事業所数

従業員数

鉄道延長

道路延長（全体）

道路延長（幅員11m以上）

発電所（箇所数）

発電所（出力）

下水処理場

農地（全体）

農地（田）

農地（その他）

国土面積

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

累
積
割
合

標高（m）

東
北
沿
岸
部
市
町
村

全
国

（出典）人口・世帯数は総務省国勢調査（平成17年）、事業所数・従業員数は総務省事業所・企業統計調
査（平成18年）、下水処理場は国土交通省国土技術政策総合研究所調べ（平成22年度）、標高（世界測
地系）は国土地理院数値地図（平成12、13年度）、その他は国土数値情報に基づき国土交通省国土計
画局作成
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東北沿岸部市町村において浸水区域に含まれる
各種施設等の割合
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今回の津波浸水区域と同様な条件の地域

○今回の津波による浸水区域は概ね海岸線から10km以内、標高30m以下の範囲に含まれる。
○同様な条件の地域は全国では国土の10％に及び、人口の35％が集中。

海岸線から10km以内かつ標高30m以下の地域
■標高 0～10m
■標高10～20m
■標高20～30m
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（出典）総務省国勢調査（平成17年）、国土数値情報に基づき国土交通省
国土計画局作成
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今回の津波浸水区域と同様な条件の地域～都道府県別人口・面積
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（出典）総務省国勢調査（平成17年）、国土数値情報に基づき国土交通省国土計画局作成
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○面積は北海道に次いで千葉県、青森県、新潟県、長崎県等で大きい。
○人口は三大都市圏に加えて福岡県、静岡県が多い。



今回の津波浸水区域と同様な条件の地域～土地利用・施設配置
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（注）「農地」は田、その他の農用地、「都市」は建物用地、幹線交通用地、「水域」は河川地及び湖沼、海浜、「その他」は荒地、ゴルフ場、その他の用地
（出典）国土数値情報に基づき国土交通省国土計画局作成

海岸線から10km以内かつ標高30m以下の地域
■標高 0～10m
■標高10～20m
■標高20～30m

（出典）人口は総務省国勢調査（平成17年）、事業所数は総務省事業所・企業統計調
査（平成18年）、下水処理場は国土交通省国土技術政策総合研究所調べ（平成22年
度）、その他は国土数値情報に基づき国土交通省国土計画局作成
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○土地利用は全国的には農地が多い。一方、都市的利用は東京都、大阪府等で多い他、東日本に比べて西日本の方
が多い傾向にある。

○各種施設は国土面積に比していずれも低地に集中して立地。特に発電所、事業所等で顕著。



● ：青森 ● ：福島
● ：岩手 ● ：茨城
● ：宮城 ● ：千葉

八戸市

三沢市

六ヶ所村
おいらせ町

階上町

宮古市

大船渡市

久慈市

陸前高田市
釜石市

大槌町

山田町

岩泉町

田野畑村

普代村
野田村

洋野町

仙台市

石巻市

塩竈市気仙沼市
名取市

多賀城市

岩沼市
東松島市

亘理町

山元町
松島町

七ヶ浜町

利府町
女川町

南三陸町

いわき市

相馬市

南相馬市

広野町

楢葉町

富岡町 大熊町

双葉町
浪江町

新地町

水戸市

日立市

高萩市
北茨城市

ひたちなか市

鹿嶋市

神栖市

鉾田市

大洗町

東海村

銚子市 旭市

匝瑳市山武市

大網白里町

九十九里町

横芝光町一宮町

長生村

白子町

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

静岡県

愛知県

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

和歌山県

鳥取県
島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県
香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県鹿児島県
沖縄県

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

○我が国の沿岸部は地域により多様性に富むため、地域ごとの特性を踏まえて臨海部低地の土地利用のあり方を検
討することが必要。ここでは沿岸部の地形と人口規模により沿岸部を類型化。

○今回の被災地は、①海岸沿いの平野が少なく人口も少ないリアス式海岸を中心とする地域、②海岸沿いに平野が広
がるが人口の少ない地域、③海岸部に平野が広がる大都市の仙台及び④それらの中間の地域に大きく分類できる。

（注）「臨海部における低地の割合」は海岸線から10km以内の国土のうち標高30m以下の割合
（出典）総務省国勢調査（平成17年）、国土数値情報に基づき国土交通省国土計画局作成

全国（都道府県別）
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今回の津波浸水区域を含む市町村

今回の津波浸水区域と同様な条件の地域～沿岸部の類型化
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（注）可住地は、最大傾斜度8度以下、土地利用が都市、水域を除くもの
（出典）国土数値情報に基づき国土交通省国土計画局作成

今回の津波浸水区域と同様な条件の地域～可住地の分布

今回の津波浸水区域と同様な条件の地域

可住地
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○傾斜の緩やかな農地、森林等（可住地）を新たに開発しても、多くの沿岸部都府県内では今回の津波浸水区域と同
様な条件の地域と同じ面積は確保できない。また、面積は確保できている場合でも、概ね可住地は沿岸部から遠距
離にある。

○開発に対する強い土地利用規制がかかっている地域※を除くと可住地はさらに少ない。

※市街化調整区域、農用地区域、保安林、自然公園地域（特別保護地区・特別地域）、自然保全地域（原生自然環境保全地域・特別地区）
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○今回の津波浸水区域と同様な条件の地域とそれ以外の地域の人口変化（2005-2050年）を見ると、多くの都府県に
おいて今回の津波浸水区域と同様な条件の地域に人口が相対的にシフトする傾向。

今回の津波浸水区域と同様な条件の地域～今後の人口分布のシフト

今回の津波浸水区域と同様な条件の地域に
人口が相対的にシフト（29都府県）

それ以外の地域に人口が相対的にシフト（10道府県）

◎ 都道府県庁所在地

（注）都道府県別に、「今回の津波浸水区域と同様な条件の地域の人口の
変化」（ 2005年に対する2050年の割合）から「それ以外の地域の人口の
変化」（ 2005年に対する2050年の割合）を減じて計算した。

＋：今回の津波浸水区域と同様な条件の地域に人口が相対的にシフト
－：それ以外の地域に人口が相対的にシフト

（出典）国土交通省国土計画局推計値（メッシュ別将来人口）、国土
数値情報に基づき同局作成
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（１）津波を伴う極めて大規模な地震に対する国土利用のあり方

我が国では臨海部の低地に人口・資産が集中しており、津波を伴う地震への備えとして、従前より、
防災施設の整備、地盤の嵩上げ等のハード対策とともに、防災意識の啓発や避難体制の整備等のソ
フト対策を講じてきている。

この一方、今回の大震災のように頻度は低いが規模の極めて大きな災害に対しては、死亡者を出さ
ず、物的被害が生じてもそれをできる限り軽減するとの考え方に基づく対策が必要である。特に、小規
模な集落ならば高台への集団移転のような対応策も考えられるが、全国の平野部に広がる都市にお
いては、短期的に災害リスクの低い地域へ誘導することは容易ではない。このため、総合的な対策が
今まで以上に必要となるが、中長期的観点から将来的な人口減少を踏まえた災害リスクの低い地域
への国土利用の誘導策が重要となるのでないか。

（２）災害リスクの低い地域への誘導の方策

中長期的に災害リスクの低い地域への国土利用の誘導を図るための具体的な方策を検討すること
が必要ではないか。

【例】 ○国土利用計画市町村計画等の活用による、将来の人口減少局面での市街地・集落のより
安全な地域への再配置

○ハザードマップの整備や、災害履歴図・古地図等も活用した土地評価による災害リスクの高
い地域の明示及び情報発信

○災害危険区域指定等による土地利用・建築規制の導入
○災害リスクの低い地域への公共施設・病院等の先行移転 等

【まとめ】
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【参考】 浸水区域における土地利用の状況

○東北の浸水区域508km2の土地利用区分別でみると、田、畑等の農業的土地利用が229km2と最も多く、都市的土地
利用である建物用地は101km2である。

田 畑等 森林 荒地 建物用地 交通用地 その他* 計

35,370 30,363 248,477 14,172 22,161 2,479 24,927 377,950

10,209 4,270 54,609 2,605 3,317 478 4,048 79,535

全国に占める割合 28.9% 14.1% 22.0% 18.4% 15.0% 19.3% 16.2% 21.0%

5,246 3,226 31,645 1,411 1,939 286 2,238 45,992

全国に占める割合 14.8% 10.6% 12.7% 10.0% 8.8% 11.5% 9.0% 12.2%

811 591 7,336 395 553 82 485 10,252

全国に占める割合 2.3% 1.9% 3.0% 2.8% 2.5% 3.3% 1.9% 2.7%

東北沿岸部4県計に占める割合 15.5% 18.3% 23.2% 28.0% 28.5% 28.5% 21.7% 22.3%

202 27 33 7 101 9 129 508

全国に占める割合 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.5% 0.4% 0.5% 0.1%

東北沿岸部4県計に占める割合 3.9% 0.8% 0.1% 0.5% 5.2% 3.3% 5.8% 1.1%

東北浸水区域

全 国

東北7県計

東北沿岸部4県計

東北沿岸部市町村計

田 畑等 森林 荒地 建物用地 交通用地 その他*
計

青森県 1 0 3 1 3 0 17 25

岩手県 10 2 5 1 21 2 19 58

宮城県 135 21 22 4 69 6 70 327

福島県 56 3 4 1 9 2 24 98

田 畑等 森林 荒地 建物用地 交通用地 その他* 計

青森県 0.1% 0.1% 0.0% 0.5% 0.6% 0.5% 3.3% 0.3%

岩手県 0.7% 0.2% 0.0% 0.1% 4.7% 2.3% 3.3% 0.4%

宮城県 9.5% 6.0% 0.5% 2.5% 13.4% 9.0% 13.7% 4.5%

福島県 3.8% 0.3% 0.0% 0.2% 1.5% 1.6% 3.7% 0.7%

東北圏の土地利用が全国に占める割合

（注1）「その他」は公園，空地，ゴルフ場，河川及び湖沼等

（注2）「東北浸水区域」は国土地理院が浸水があったと判読（4／8時点）した東北圏の区域

（注3）四捨五入の関係で合計、割合が合わない場合がある。

（出典）国土数値情報に基づき国土交通省国土計画局算出

従前の土地利用別浸水範囲の面積

従前の土地利用別浸水範囲が各県域の土地利用別面積に占める割合

（注）「その他」は公園，空地，ゴルフ場，河川及び湖沼等

（出典）国土数値情報に基づき国土交通省国土計画局算出 10



【浸水のあった沿岸部市町村における建物用地・高校・
病院・市町村役場（本庁）の県別浸水状況】
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浸水のあった沿岸部市町村における建物用地及び公共的施設の浸水状況

施設等
区分

建物用地 注2 小学校数 中学校数 高等学校数 郵便局数 医療機関数
市町村役場数

（本庁）
役場支所・公民

館等施設数

浸水区域
の内外

内側 外側 内側 外側 内側 外側 内側 外側 内側 外側 内側 外側 内側 外側 内側 外側

青森県 243 8,980 0 75 0 39 0 20 1 57 0 344 0 5 5 220

3% 97% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 2% 98% 0% 100% 0% 100% 2% 98%

岩手県 2,024 7,332 18 124 11 56 5 21 49 78 111 140 4 8 72 332

22% 78% 13% 87% 16% 84% 19% 81% 39% 61% 44% 56% 33% 67% 18% 82%

宮城県 6,853 15,846 50 156 19 92 10 40 67 145 315 893 3 14 201 464

30% 70% 24% 76% 17% 83% 20% 80% 32% 68% 26% 74% 18% 82% 30% 70%

福島県 1,262 14,780 4 117 1 65 1 32 14 125 26 620 0 10 26 307

8% 92% 3% 97% 2% 98% 3% 97% 10% 90% 4% 96% 0% 100% 8% 92%

４県計 10,382 46,938 72 472 31 252 16 113 131 405 452 1,997 7 37 304 1,323

18% 82% 13% 87% 11% 89% 12% 88% 24% 76% 18% 82% 16% 84% 19% 81%

（注１） 国土地理院が４月18日に公表した津波浸水範囲データに基づいて浸水区域の内側・外側を判別。なお、ここで掲載している
データは、概略を把握するために推計したものであり、実際の現地の状況との照合を行ったものではない。

（注２） 集計対象は、浸水区域を含む沿岸市町村

（注３） 建物用地は、100mメッシュ単位でみたときの建物用途の土地利用があるメッシュを示す。

（注４） 浸水区域の割合は小数第１位を四捨五入した。

（出典） 各施設数等は、国土数値情報による（医療機関数、市町村役場数、役場支所・公民館等施設数はH22年度作成、それ以外は
H18年度作成の値を示す）。医療機関とは、病院、診療所、歯科診療所。役場支所・公民館等施設とは、支所・出張所・連絡所、
左記以外の行政サービス施設、公立公民館、集会施設。

A Ｂ Ｃ Ｄ A Ｂ Ｃ Ｄ

A Ｂ Ｃ Ｄ A Ｂ Ｃ Ｄ

【参考】 公共的施設の浸水状況

○今般の津波被害では、住宅、民間施設だけではなく公共的施設についても岩手県、宮城県を中心に大きな被害が生
じた。
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町村役場（本庁）
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浸水していない病院

浸水した病院

浸水していない建物用地

浸水した建物用地

浸水した市町村役
場（本庁）

A Ｂ

Ｃ Ｄ
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○今回の津波浸水区域と同様な条件の地域とそれ以外の地域の人口変化（2005-2050年）を見ると、多くの都府県に
おいて今回の津波浸水区域と同様な条件の地域に人口が相対的にシフトする傾向。

【参考】 今回の津波浸水区域と同様な条件の地域～今後の人口分布のシフト

今
回
の
津
波
浸
水
区
域
と
同
様
な
条
件
の
地
域
の
人
口
の
変
化

（
２
０
０
５
年
に
対
す
る
２
０
５
０
年
の
割
合
）

それ以外の地域の人口の変化（ 2005年に対する2050年の割合）

今回の津波浸水区域と
同様な条件の地域に人
口が相対的にシフト

それ以外の地域に人口
が相対的にシフト

（注）都道府県別に、「今回の津波浸水区域と同様な
条件の地域の人口の変化」（ 2005年に対する2050年
の割合）から「それ以外の地域の人口の変化」（ 2005
年に対する2050年の割合）を減じて計算した。

＋：今回の津波浸水区域と同様な条件の地域に相
対的に人口がシフト

－：それ以外の地域に相対的に人口がシフト
（出典）国土交通省国土計画局推計値（メッシュ別
将来人口）、国土数値情報に基づき同局作成
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【参考】 将来的に人が疎になる地域は白地地域に多い

13

○2050年までに、現在、人が居住している地域のうち約２割の地域が無居住化する。
○土地利用規制の状況を見ると、今後、無居住・低密度居住化する地域（1km2当たり10人未満となる地域）は、土地利

用規制の緩い、いわゆる「白地」において多く発生する可能性がある。

2050年までに無居住化する地点

無居住・低密度居住化する地域に対する
現在の土地利用規制の状況

（出典）国土交通省国土計画局推計値（メッシュ別将来人口）、
国土数値情報に基づき同局作成
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山間部が広がっている
地域は、沿岸部の集落
に依存する集落が多
い。

（注１）浸水区域については、国土地理院が４月18日
に公表した津波浸水範囲データに基づく。なお、ここ
で掲載しているデータは、概略を把握するために推
計したものであり、実際の現地の状況との照合を
行ったものではない。

（出典）各施設数等は、国土数値情報による。標
高データ等については、（株）ESRIジャパンによ
る。

（注２）集落の範囲については、明治22年市町村の
範囲を適用。「行政界変遷データベース」（筑波大
学大学院生命環境科学研究科空間情報科学分
野）による。基幹集落・依存集落については、施設
と交通アクセスの関係性から判断した。

中山間地域について
は、山間部に比べ、
沿岸部の集落に依存
する集落は少ない。

平野部は、沿岸部
に依存する集落は
少なく、それぞれが
基幹集落となって
いる。

【参考】 地形区分別における集落のパターン

基幹集落

依存集落

14

○今回の東日本大震災について、山間部では基幹となる集落に依存する集落が、中山間や平野部に比べ多い。

浸水区域



【参考】 安全に配慮した高台への集落移転の事例

集落移転事例【島根県江津市】

（出典）国土交通省中国地方整備局作成のパンフレットに基づき
国土計画局作成

洪水時

洪水により、浸水被害を受けて
いた地域について、後ろが山間
部であるため、堤防を作ると、
窪地に民地が残り居住環境が
悪化してしまうことから、土地を
かさ上げして、その土地へ集落
ごと移転させた

土地のかさ
上げ部分

集落移転

堤防を作ると、居住地が狭く
なってしまい、住環境の悪化
を招いてしまう。

浸水被害を受けていた地域

かさ上げし、高台へ集落移転させた

15

被災すると孤立してしまう集落が点在する場
合、コミュニティ再編を集落移転で実施する
ことにより、安全なまちづくりへとつながる。

孤立集落の点在する地域について

洪水氾濫や
土砂災害の
危険地域

○高台など安全面に考慮し、集落の移転を実施した事例がある。
○孤立集落が点在する地域については、コミュニティ再編も兼ねた集約的な集落移転が考えられる。



【参考】 国土利用計画市町村計画の策定状況

○市町村計画の策定率は、今回の被災地では56％、全国では45％。
○災害を踏まえた適正な国土利用への誘導といった概念的な記載はあるものの、具体的な対応策は示されていないも

のが多い。

【市町村計画における地震防災関連の記載例】

○宮城県名取市

市土の保全と安全性の確保のため、地形等自然条件と土地利用配置と
の適合性、風水害、高潮、土砂災害などへの対応に配慮しつつ、適正な
市土利用への誘導を図る。特に、今後高い確率での発生が予想される宮
城県沖地震等大規模地震・津波による被害を最小限にする市土づくりに
資するため、木造住宅や公共用施設などの耐震化を促進するとともに、海
岸保全施設等の整備を促進する。

○宮城県南三陸町

地域における安全性を高めるため、市街地等において、災害に配慮した
土地利用への誘導、オープンスペースの確保、電気、上下水道、通信、交
通などのライフラインの代替・代用手段の確保、危険地域についての情報
の周知等を図る。

全市町
村数

策定済
み市町
村数

策定率

今回の津波浸
水区域を含む

市町村
62 35 56％

全国 1750 790 45％

市町村計画の策定状況

（平成22年3月末現在）
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【参考】 津波ハザードマップの公表状況

○今回被災した沿岸部市町村のほとんどでは津波ハザードマップを公表済みであるが、想定を超える津波が発生した
市町村も見られた。

○一方、全国的には作成していない市町村も多い。

（出典）国土交通省ハザードマップポータルサイト

今回の被災地における津波ハザードマップの公表状況

全市町
村数

公表済
み市町
村数

作成率

今回の津波浸
水区域を含む

市町村
62 58 94％

今回の津波浸
水区域と同様
の条件の地域

779 338 43％

津波ハザードマップの作成率

（平成23年4月現在）
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【参考】 浸水範囲とハザードマップの比較①

（出典）中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」第1回資料（平成23年5月） 18



【参考】 浸水範囲とハザードマップの比較②

19（出典）中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」第1回資料（平成23年5月）


